
○河北郡市広域事務組合議会の公印に関する規程 

 

制定 平成16年３月１日 議会訓令第１号 

 

 （趣旨） 

第１条 この訓令は、議会の公印について、保管・使用その他必要な事項を定める

ものとする。 

 （種類） 

第２条 公印の種類は、次のとおりとする。 

 ⑴ 議会印 

 ⑵ 議長印 

 ⑶ 副議長印 

 （名称等） 

第３条 公印の種類、名称、寸法、様式、書体、使用する文書の区分、保管者及び

個数は、別表のとおりとする。 

 （管守） 

第４条 公印の管守者は、事務局長とする。 

２ 公印の保管及び使用については、管守者が責任をもって行わなければならない。 

 （登録等） 

第５条 公印の調整、改廃・登録・保管・使用その他の必要な事項は、組合の公印

に関する規則（平成16年河北郡市広域事務組合規則第２号）の例による。 

   附 則 

 この訓令は、平成16年３月１日から施行する。
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